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第５章 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の 

見込みと確保方策 

１ 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法に基づく国の基本指針では、

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社

会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保

育を提供するための施設の整備の状況その他の条件

を総合的に勘案して、地域の実情に応じて、保護者

や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区

域（以下「教育・保育提供区域」という。）を定める

必要があるとしています。子どもやその保護者が地

域で安心して暮らせるための基盤として、教育・保

育提供区域は、見込み量の算出や確保体制の検討の

ほか、需給調整の判断基準となる基本単位となるも

のですが、保護者が居住地の区域を越えて教育・保

育サービスなどを利用することを妨げるものではあ

りません。 

また、本市の地域特性から、名和地域、荒尾地域、富木島地域、横須賀地域、加木屋

地域の５地域が教育・保育提供区域として考えられますが、区域を超えた利用も多くあ

る現状から、提供区域を５地域で設定すると、現在の利用実態や施設運営の状況と異な

る恐れがあります。 

したがって、本計画においては、子どもや保護者が居住する身近な場所において、教

育・保育が受けられる環境づくりを基本としつつ、これまでの施設利用の環境に基づい

た体制づくりを進めていくこととし、市全域を１つの単位とします。 

なお、子育て支援に関するアンケート調査では、名和地域・富木島地域・加木屋地域

で０歳から２歳児までの保育ニーズが他地域より高い結果があるなど、事業によっては

地域を考慮して確保方策を検討する必要があります。 
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２ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の推計の考え方 

（１）「認定区分」と「家庭類型」による事業の対象家庭の抽出 ● ● ● ● ● 

① 認定区分について 

年齢と保育の必要性（事由・区分）に基づいて、１・２・３号認定に区分します。 

以下のとおり、これまでの保育園の利用要件である「保育に欠ける事由」に追加や緩

和がされています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                下線は保育の必要性の事由として新たに追加されたもの。 

 

これまでの「保育に欠ける」事由 
（児童福祉法施行令 27 条） 

以下のいずれかの事由に該当し、かつ、

同居の親族その他の者が当該児童を保育

することができないと認められること 

 

 

①昼間労働することを常態としているこ

と（就労） 

②妊娠中であるか又は出産後間がないこ

と（妊娠、出産） 

③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は

精神若しくは身体に障害を有している

こと（保護者の疾病、障害） 

④同居の親族を常時介護していること

（同居親族の介護） 

⑤震災、風水害、火災その他の災害の復

旧に当たつていること（災害復旧） 

⑥前各号に類する状態にあること（その

他） 

新制度における「保育の必要性」の事由 

以下のいずれかの事由に該当すること 

※同居の親族その他の者が当該児童を保育するこ

とができる場合、その優先度を調整することが可

能 

 

①就労 

・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本

的にすべての就労に対応（一時預かりで対応可能

な短時間の就労は除く） 

・居宅内の労働（自営業、在宅勤務など）を含む。

②妊娠、出産 

③保護者の疾病、障害 

④同居又は長期入院等している親族の介護・看護・

兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又

は長期入院・入所している親族の常時の介護、看

護 

⑤災害復旧 

⑥求職活動  

・起業準備を含む 

⑦就学  

・職業訓練校等における職業訓練を含む 

⑧虐待やＤＶのおそれがあること 

⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子ど

もがいて継続利用が必要であること 

⑩その他 

上記に類する状態として市町村が認める場合 
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長時間（主にフルタイムの就労を想定。）及び短時間（主にパートタイムの就労を想定。）

の２区分の保育必要量を設けることになります。 

上記内容に加え、年齢で区分すると認定区分は、以下のとおりとなります。 
  

 保育を必要とする 保育を必要としない 

０～２歳児 ３号認定 
保育標準時間利用（１１時間） 

 
保育短時間利用（８時間） 

３～５歳児 ２号認定 
保育標準時間利用（１１時間） 

１号認定 
教育標準時間利用 

（３～４時間） 保育短時間利用（８時間） 

 

② 家庭類型について 

特定教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業の見込み量を把握するためには、

１・２・３号の認定区分にそれぞれどれだけの家庭が該当するか想定することが必要で

す。そのためにアンケート調査結果から、対象となる子どもの父母の有無、就労状況か

ら８種類の類型化を行います。 

類型化した区分を「家庭類型」と言い、“現在の家庭類型”と、母親の就労希望を反映

させた“潜在的な家庭類型”の種類ごとに算出します。 
 

       

        母親 

 父親 

 

ひとり親

フルタイム

就労 

（産休・育

休含む） 

パートタイム就労（産休・育休含む） 

未就労 120 時間

以上 

120時間未

満 60時間

以上 

60 時間 

未満 

ひとり親 タイプＡ  

フルタイム就労 

（産休・育休含む） 

 

タイプＢ タイプＣ タイプＣ’ 

タイプＤ 
パートタ

イム就労

（産休・育

休含む） 

120 時間以上 
タイプＣ 

タイプＥ 

 

 

 

タイプＥ’ 

120 時間未満

60時間以上 

60 時間未満 タイプＣ’
 

未就労 タイプＤ タイプＦ 

 

 

タイプＡ ：ひとり親家庭（母子または父子家庭） 

タイプＢ ：フルタイム共働き家庭（両親ともフルタイムで就労している家庭） 

タイプＣ ：フルタイム・パートタイム共働き家庭（就労時間：月 120 時間以上＋月 60～120 時間） 

タイプＣ’ ：フルタイム・パートタイム共働き家庭（就労時間：月 60 時間未満） 

タイプＤ ：専業主婦（夫）家庭 

タイプＥ ：パートタイム共働き家庭（就労時間：双方が月 120 時間以上＋月 60～120 時間） 

タイプＥ’ ：パートタイム共働き家庭（就労時間：いずれかが月 60 時間未満） 

タイプＦ ：無業の家庭（両親とも無職の家庭） 

育児・介護休業中の人もフルタイムで就労しているとみなして分類しています。 

保育の必要性あり 保育の必要性なし 
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（２）「量の見込み」を算出する項目 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

下記の１～１１事業については、全国共通で見込み量の算出を行います。 

 
【 教育・保育 】 

 

 対象事業       （認定区分） 事業の対象家庭 調査対象年齢

1 教育標準時間認定 
幼稚園 

認定こども園 １号認定 
専業主婦(夫)家庭 

就労時間短家庭 

３～５歳 

2 

保育認定 幼稚園 

２号認定 

共働きで幼稚園利用のみ希

望の家庭 

保育認定 
認定こども園 

保育園 
ひとり親家庭 

共働き家庭 
3 保育認定 

認定こども園 

保育園 

地域型保育 
３号認定 ０～２歳 

    
【 地域子ども・子育て支援事業 】 

 

 対象事業 対象家庭 対象児童 

4 延長保育事業 
ひとり親家庭 

共働き家庭 
０～５歳 

5 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 
ひとり親家庭 

共働き家庭 

１～３年生 

４～６年生 

6 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

（トワイライトステイ） 

すべての家庭 
０～５歳 

１～６年生 

7 地域子育て支援拠点事業 すべての家庭 ０～２歳 

8 

一時預かり事業（幼稚園在園児対象の一時預かり） 専業主婦(夫)家庭 ３～５歳 

       （その他） ひとり親家庭・共働き家庭 ０～５歳 

9 病児保育事業 
ひとり親家庭 

共働き家庭 

０～５歳 

１～６年生 

10 
子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 
すべての家庭 

０～５歳 

１～３年生 

４～６年生 

11 利用者支援事業 すべての家庭 

子育て中の

親子(妊婦含

む) 

 

地域子ども・子育て支援事業には、上記以外に、「妊婦健康診査」、「乳児家庭全戸訪問

事業」、「養育支援訪問事業」、「実費徴収に係る補足給付を行う事業」、「多様な主体が本

制度に参入することを促進するための事業」があります。アンケート調査に基づき、量

を見込むものではありませんので、国の動向や本市の実情を踏まえ、今後の方向性を明

記します。 
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（３）「量の見込み」の推計方法のステップ  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

見込み量の推計方法は、全国共通の算出方法が国から示されており、下記のフローと

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ１ 

ステップ２ 

ステップ３ 

ステップ４ 

ステップ５ 

ステップ６ 

市民のニーズに対応できるよう、新制

度では、潜在家庭類型でアンケート回

答者の教育・保育のニーズを把握する

ことがポイントです。 

〇現在パートタイムで就労している

母親のフルタイムへの転換希望 

〇現在就労していない母親の就労希

望 

～家庭類型の算出～ 

アンケート回答者を両親の就労状況でタイプを分類し
ます。 

～潜在家庭類型の算出～ 
ステップ１の家庭類型からさらに、両親の今後１年以内
の就労意向を反映させてタイプを分類します。 

～潜在家庭類型別の将来児童数の算出～ 
人口推計を算出し、各年の将来児童数と潜在家庭類型を
掛け合わせます。 

～事業やサービス別の対象となる児童数の算出～
事業やサービス別に定められた家庭類型等に潜在家庭
類型別の将来児童数を掛け合わせます。 

～利用意向率の算出～ 

事業やサービス別に、回答者数を利用希望者数で割りま
す。 

～見込み量の算出～ 

事業やサービス別に、対象となる児童数に利用意向率を
掛け合わせます。 

将来児童数を掛け合わせることで、平

成２７年度から３１年度まで各年度

の見込み量が算出されます。 

例えば、病児病後児保育事業や放課後

児童健全育成事業等は保育を必要と

する家庭に限定されています。 

本当に利用したい真のニーズの見極

めが重要です。 

タイプＡからタイプＦの８つの家庭

類型があります。 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

60 

３ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

（１）保育園、幼稚園等事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

保育園は、保護者が就労や疾病などにより、就学前児童を保育することができな

いと認められる場合に、保護者に代わり保育を実施します。 

この他に、幼稚園、保育園の機能を備え、就学前の教育、保育、子育て支援サー

ビスを総合的に提供する認定こども園があります。 

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、

幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身を助長することを目的

としています。 

 

【現状】 

本市では、平成２６年４月時点で公立の保育園が１８園、私立の幼稚園が５園あ

ります。保育園・幼稚園入所状況は、保育園・幼稚園ともに入所児童が増加傾向に

あり、各年度当初の待機児童はいませんが、平成２４年度から保育園において年度

途中に、０歳児及び１歳児で待機児童が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         幼稚園児童数 1,917 人の内訳：市内在住 1,742 人、市外在住 175 人 

 

 

平成２６年度（１０月１日現在） 

１号 ２号 ３号 

３歳以上教
育希望 

３歳以上保育が必要 
１・２歳保
育が必要 

０歳保育が
必要 教育希望が

強い 
左記以外 

児童数 １,９１７人 ２,４１１人 

定員 

保育園 － ２,７２５人 

幼稚園 １,８４６人 － 
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【今後の方向性】 

保護者の就労状況や新制度による入所要件の緩和で、特に０歳児から２歳児まで

の保育ニーズが見込まれます。 

量の確保に当たっては、既存の保育園の園舎増築や移転新築などにより定員を増

やしてきましたが、引き続き、待機児童を生じないよう計画的な施設整備や保育士

の確保を行っていきます。幼稚園においては、認定こども園への移行を働きかけま

す。 

また、２号認定の子育て家庭のニーズに合わせた幼稚園への通園が見込まれ、新

制度の「預かり保育」による対応が必要となることから、市内の幼稚園に働きかけ

ます。 

 

【平成２７年度】 

 

１号 ２号 ３号 

３歳以上 
教育希望 

３歳以上 
保育が必要 １・２歳 

保育が必要 
０歳 

保育が必要教育希望 
が強い 

左記以外 

見込み量 １,７０７人 ２９６人 １,５４６人 ８０１人 １５８人

提
供
量 

特定教育・ 

保育施設 

保育園、幼稚園、

認定こども園 
－ １,９７２人 ７７９人 １５４人

確認を受け

ない幼稚園 
上記に該当しない １,８４６人 － － －

特定地域型

保育事業 

小規模、家庭的、

居宅訪問型、事業

所内保育 

－ － － －

合計 １,８４６人 １,９７２人 ７７９人 １５４人

過不足分（提供量－見込み量） １３９人 １３０人 ▲２２人 ▲４人
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【平成２８年度】 

 

１号 ２号 ３号 

３歳以上 
教育希望 

３歳以上 
保育が必要 １・２歳 

保育が必要 
０歳 

保育が必要教育希望 
が強い 

左記以外 

見込み量 １,６５９人 ２８８人 １,５０８人 ７８５人 １５５人

提
供
量 

特定教育・ 

保育施設 

保育園、幼稚園、

認定こども園 
１,８４６人 １,９７２人 ８０４人 １５４人

確認を受け

ない幼稚園 
上記に該当しない － － － －

特定地域型

保育事業 

小規模、家庭的、

居宅訪問型、事業

所内保育 

－ － － －

合計 １,８４６人 １,９７２人 ８０４人 １５４人

過不足分（提供量－見込み量） １８７人 １７６人 １９人 ▲１人

 
 

 
 
 
 

【平成２９年度】 

 

１号 ２号 ３号 

３歳以上 
教育希望 

３歳以上 
保育が必要 １・２歳 

保育が必要 
０歳 

保育が必要教育希望 
が強い 

左記以外 

見込み量 １,６３０人 ２８３人 １,４８５人 ７７１人 １５２人

提
供
量 

特定教育・ 

保育施設 

保育園、幼稚園、

認定こども園 
１,８４６人 １,９７２人 ８０４人 １５４人

確認を受け

ない幼稚園 
上記に該当しない － － － －

特定地域型

保育事業 

小規模、家庭的、

居宅訪問型、事業

所内保育 

－ － － －

合計 １,８４６人 １,９７２人 ８０４人 １５４人

過不足分（提供量－見込み量） ２１６人 ２０４人 ３３人 ２人
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【平成３０年度】 

 

１号 ２号 ３号 

３歳以上 
教育希望 

３歳以上 
保育が必要 １・２歳 

保育が必要 
０歳 

保育が必要教育希望 
が強い 

左記以外 

見込み量 １,５７７人 ２７４人 １,４４４人 ７４８人 １４７人

提
供
量 

特定教育・ 

保育施設 

保育園、幼稚園、

認定こども園 
１,８４６人 １,９７２人 ８０４人 １５４人

確認を受け

ない幼稚園 
上記に該当しない － － － －

特定地域型

保育事業 

小規模、家庭的、

居宅訪問型、事業

所内保育 

－ － － －

合計 １,８４６人 １,９７２人 ８０４人 １５４人

過不足分（提供量－見込み量） ２６９人 ２５４人 ５６人 ７人

 
 

 
 
 
 

【平成３１年度】 

 

１号 ２号 ３号 

３歳以上 
教育希望 

３歳以上 
保育が必要 １・２歳 

保育が必要 
０歳 

保育が必要教育希望 
が強い 

左記以外 

見込み量 １,５４９人 ２６９人 １,４２３人 ７２５人 １４４人

提
供
量 

特定教育・ 

保育施設 

保育園、幼稚園、

認定こども園 
１,８４６人 １,９７２人 ８０４人 １５４人

確認を受け

ない幼稚園 
上記に該当しない － － － －

特定地域型

保育事業 

小規模、家庭的、

居宅訪問型、事業

所内保育 

－ － － －

合計 １,８４６人 １,９７２人 ８０４人 １５４人

過不足分（提供量－見込み量） ２９７人 ２８０人 ７９人 １０人
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）延長保育事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

保育認定を受けた児童について、保育園等で通常の保育時間を超えて延長して保育を

実施する事業です。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

利 用 者 数 ２４６人 ２８３人 ２９０人 ３０８人 ３７５人

実 施 箇 所 数 １８か所 １８か所 １８か所 １８か所 １８か所

 

利用者数は、保育時間７時３０分から１９時までの実利用者数 

 

 

【アンケート等から捉えた現状と問題点】 

平日に利用している定期的な教育保育事業では、「１８時台」から「１９時台」の利用

終了時間の割合は１７.６％となっています。一方で、「１８時台」から「１９時台」の

利用終了時間を希望する割合は１２.８％となっていることから、延長保育事業について

の潜在的なニーズはあまりないことがわかります。 

 

 

【今後の方向性】 

延長保育事業対応のために保育士の配置をすることで、保育園の実利用定員分の提供

が可能であるため、長時間保育が子どもの負担にならないよう配慮しながら、延長保育

を行います。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見 込 み 量 ４０１人 ３９２人 ３８５人 ３７３人 ３６４人

実 施 箇 所 数 １８か所 １８か所 １８か所 １８か所 １８か所

提 供 量 ４０１人 ３９２人 ３８５人 ３７３人 ３６４人

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人
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（２）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、授業

が終わった後の遊びや生活の場などを提供し、指導員の活動支援のもと児童の健全育成

を図る事業です。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

１～３年生（市） ４３５人 ４３１人 ４４４人 ４５７人 ５２３人

１～３年生（民間） ４１人 ３０人 ３６人 ３０人 ２９人

計 ４７６人 ４６１人 ４８０人 ４８７人 ５５２人

４～６年生（民間） ２１人 ２５人 ２０人 ２２人 １８人

 

１日あたりの平均利用者数 

 
【アンケート等から捉えた現状と問題点】 

低学年の放課後児童クラブの利用終了時刻に対する希望は、就学児調査で「１８時以

降」の割合が２９.２％と最も高く、次いで「１７時台」の割合が２３.６％となっていま

す。また、高学年の放課後児童クラブの利用終了時刻に対する希望は、就学児調査で「１

８時以降」の割合が７０.６％、「１７時台」の割合が１７.６％となっており、「１８時以

降」まで利用できる環境を求めるニーズが高いことがわかります。 
 

【今後の方向性】 

子どもが安心・安全に過ごすことができるよう、新制度における基準を満たした質の

向上に努め、事業内容の充実を図ります。また、本市が運営する事業においては、平成

２７年度から対象学年を６年生まで広げて実施します。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見 込 み 量 
（ １ ～ ３ 年 ） ７８２人 ７９０人 ７９２人 ８０７人 ８１７人

見 込 み 量 
（ ４ ～ ６ 年 ） １４５人 １４４人 １４４人 １５０人 １５０人

計 ９２７人 ９３４人 ９３６人 ９５７人 ９６７人

実 施 箇 所 数 １４か所 １４か所 １４か所 １４か所 １４か所

提 供 量 １,１５８人 １,１５８人 １,１５８人 １,１５８人 １,１５８人

過 不 足 
（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） ２３１人 ２２４人 ２２２人 ２０１人 １９１人
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（３）子育て短期支援事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

保護者の疾病や仕事などにより、家庭における養育が一時的に困難になった児童につ

いて、施設で必要な養育を行う事業で、短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）

と夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）があります。 

 
（年間） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

利 用 者 数 ４５人 ４７人 ０人 ８人 １９人

実 施 箇 所 数 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所

 

利用者数は年間の延べ利用者数 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

「この１年間に、冠婚葬祭、家族の病気などの保護者の用事により、子どもを「泊り

がけで」家族以外にみてもらわないといけないことはあったか」の質問で、「あった人」

のうちの１年間の対処方法は、「親族・知人にみてもらった（同居している場合も含む）」

の割合が７９.６％と最も高くなっている中で、「仕方なく子どもを同行させた」の割合

が１８.４％となっており、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった子ど

もが潜在的にいることがわかります。 

 

【今後の方向性】 

子育て家庭において、一時的に養育困難になった児童を施設で必要な養育を行う事業

であるため、ニーズは限られているものの、必要な事業であり、今後も引き続き実施し

ます。 

 

 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見 込 み 量 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人

実 施 箇 所 数 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所

提 供 量 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人
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（４）地域子育て支援拠点事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 
（月平均） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

子育て支援センター

利 用 者 数 
２,５１４人 ２,５０３人 ４,７３６人 ５,０２８人 ４,８４４人

実 施 箇 所 数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

 
利用者数は０歳～２歳児の月間延べ利用者数 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

「現在、地域子育て支援拠点事業（子育て広場、つどいの広場など）を利用していま

すか」の質問で、「地域子育て支援拠点事業（子育て広場、つどいの広場など）を利用し

ている」の割合が２５.９％、「その他市が実施している類似の事業を利用している」の

割合が６.８％となっています。 

「利用していない」の割合が６８.０％と高くなっていますが、子どもの成長に伴い「利

用していない」と回答している結果となっています。 

 

【今後の方向性】 

子育て支援センターでの子育てに関する相談、情報の提供、助言その他の援助を引き

続き実施します。また、子育て広場などを実施している児童館については、子ども・子

育て支援法における地域子育て支援拠点として位置づけ、地域の大人や若者が子どもの

成長を見守り、子育て支援ができるよう機能の充実を図ります。 

 
（月平均） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見 込 み 量 ６,３４５人 ６,２１３人 ６,１０２人 ５,９２１人 ５,７５３人

提

供

量

子 育 て 支 援 

セ ン タ ー 
３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所

児 童 館 １４か所 １４か所 １４か所 １４か所 １４か所
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（５）幼稚園における一時預かり事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に応じて実施する事業

です。 
（年間） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

利 用 者 数 － － － － ４９,９１９人

実 施 箇 所 数 － － － － ５か所

 

利用者数は年間の延べ利用者数 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

「子どもを預かるサービスを不定期に利用したか」の質問で、「利用していない」の割

合が８５.７％と最も高くなっており、「幼稚園の預かり保育」の割合については４.９％

となっています。 

事業の年間利用希望日数では、「幼稚園の預かり保育」の平均が１１.１日となってお

り、５歳では１５.２日と最も高くなっています。 

幼稚園における一時預かり事業を実施していく中で、利用しやすい環境づくりに努め

て行く必要があります。 

 

【今後の方向性】 

市内の５つの幼稚園で私学助成による「預かり保育」を実施していますが、新制度の

「一時預かり事業」へ円滑な移行ができるよう幼稚園に働きかけます。 

 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見

込

み

量

1 号 認 定 ３,１３６人 ３,０４７人 ２,９９４人 ２,８９７人 ２,８４５人

２ 号 認 定 ６４,０６４人 ６２,２４４人 ６１,１５６人 ５９,１７５人 ５８,１２３人

計 ６７,２００人 ６５,２９１人 ６４,１５０人 ６２,０７２人 ６０,９６８人

実 施 箇 所 数 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所

提 供 量 ６１,２５０人 ６１,２５０人 ６１,２５０人 ６１,２５０人 ６１,２５０人

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
▲５,９５０人 ▲４,０４１人 ▲２,９００人 ▲８２２人 ２８２人
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（６）保育園、ファミリー・サポート・センター事業（就学前児童） 

などにおける一時預かり事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

保護者が冠婚葬祭や育児疲れなどの理由により、家庭での保育が一時的に困難となっ

た子どもについて、主として昼間、保育園、子育て支援センター、その他の場所で一時

的に預かる事業です。 

 
（年間） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

緊急一時保育利

用 者 数 
５４０人 ４３６人 ４８９人 ４３５人 ４１０人

幼児一時預り利

用 者 数 
－ － ２９４人 ６８６人 ６８３人

ファミリー・サポート・ 

セ ン タ ー 利 用 者 数 
８３９人 ７３５人 ６７９人 ４８６人 ７６２人

計 １,３７９人 １,１７１人 １,４６２人 １,６０７人 １,８５５人

実 施 箇 所 数 １９か所 １９か所 ２０か所 ２０か所 ２０か所

 

利用者数は年間の延べ利用者数 

 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

「子どもを預かるサービスを不定期に利用したか」の質問で、「利用していない」の割

合が８５.７％と最も高くなっており、「一時預かり（緊急一時保育）」の割合については

２.６％となっています。 

事業の年間利用希望日数では、「一時預かり（緊急一時保育）」の平均が８.５日となっ

ています。 

一時預かり事業を実施していく中で、利用しやすい環境づくりに努める必要がありま

す。 
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【今後の方向性】 

今後も一時預かりに対するニーズは高いと予測されますので、保育園で確保を図ると

ともに、ファミリー・サポート・センターでの受入れを進めます。 

 

 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見 込 み 量 １５,４１８人 １５,０４９人 １４,７８３人 １４,３２８人 １３,９８２人

実 施 箇 所 数 ２１か所 ２１か所 ２１か所 ２１か所 ２１か所

提

供

量

保 育 園 １１,１６０人 １１,１６０人 １１,１６０人 １１,１６０人 １１,１６０人

子 育 て 支 援 

セ ン タ ー 
３,１９２人 ３,１９２人 ３,１９２人 ３,１９２人 ３,１９２人

フ ァ ミ リ ー 

・ サ ポ ー ト 

・ セ ン タ ー 

２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人

計 １６,６０８人 １６,６０８人 １６,６０８人 １６,６０８人 １６,６０８人

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
１,１９０人 １,５５９人 １,８２５人 ２,２８０人 ２,６２６人
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（７）病児・病後児保育事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

病気や病気回復期の児童で、保護者の就労などの理由で、保護者が養育できない場合

に、児童を保育する事業です。 
 

（年間） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

病後児保育事業

利 用 者 数 
１１人 １５人 ０人 １人 ７人

実 施 箇 所 数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

 

利用者数は年間の延べ利用者数 

平成２５年度に民間による市外保育施設で病児保育を利用した人は６６人 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

「この１年間に、子どもが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはあるか」

の質問について、「あった」が８３.７％となっています。その対処方法として、「母親が

休んだ」と６３.１％が回答していることから、多くの保護者は緊急的に家庭での養育を

実施していることがわかります。 

「父親が休んだ」、「母親が休んだ」を選んだ人で「できれば病児・病後児保育施設な

どを利用したい」との回答は３５.４％と潜在ニーズがあることがわかり、希望している

人の家庭環境などを踏まえた真のニーズを分析する必要があります。 
 

【今後の方向性】 

現在、病後児保育を実施しており、利用実績は少ないものの、アンケート調査結果か

ら潜在ニーズがみられます。平成２７年５月より、公立西知多総合病院の敷地内におい

て病児・病後児保育を実施します。 

なお、提供量の不足分につきましては、現に実施している市外の施設（医療機関など）

と調整を図るなど、円滑な事業実施に取り組みます。 
 

（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見 込 み 量 １,０９６人 １,０６９人 １,０５０人 １,０１８人 ９９４人

実 施 箇 所 数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

提 供 量 ５３８人 ５８６人 ５８６人 ５８４人 ５８８人

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
▲５５８人 ▲４８３人 ▲４６４人 ▲４３４人 ▲４０６人
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（８）ファミリー・サポート・センター事業（就学児童） ● ● ● ● ● ● ● 

育児の援助を依頼したい人（依頼会員）と協力したい人（提供会員）が会員となって、

一時的に有償で子どもを自宅などで預かる相互援助活動組織です。依頼会員は小学校６

年生までの子どもを持つ保護者です。 
（年間） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

依 頼 会 員 ５０３人 ５１７人 ５４１人 ５１１人 ５２１人

援 助 会 員 １００人 １０５人 １１３人 １０６人 １１４人

両 方 会 員 ８３人 ８６人 ９５人 ８６人 ７４人

利 用 者 数 １,２８８人 １,１８１人 １,３７７人 ６１０人 ２６０人

 

利用者数は年間の延べ利用者数 

両方会員とは、依頼会員と援助会員の両方を兼ねる人 

 

 

【アンケートなどから捉えた現状と問題点】 

ファミリー・サポート・センター事業の利用希望として、低学年は０.４％、高学年は

０.３％の割合と非常に少ないものになっているため、今後、事業を実施していく中で、

サービスが必要な人が利用できるよう努める必要があります。 

 

 

【今後の方向性】 

依頼会員については、様々な媒体や活動を通して周知を図り、援助会員については、

登録時における講習会の充実を図ることで、利用を促進します。 

 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見 込 み 量 ４４１人 ４３７人 ４３８人 ４５６人 ４５６人

提 供 量 ２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人 ２,２５６人

過 不 足 

（ 提 供 量 － 見 込 み 量 ） 
１,８１５人 １,８１９人 １,８１８人 １,８００人 １,８００人
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（９）利用者支援事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

一人ひとりの子どもが健やかに成長できる地域を実現するため、子ども及びその保護

者などが多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できるよう、

必要な支援を行います。 

具体的には次の業務を行います。 

① 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支

援などを行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業などを円滑に

利用できるよう支援します。 

② 教育・保育施設や地域の子育て支援事業などを提供している関係機関との連絡・

調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域

課題の発見・共有に努めます。 

③ 本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広

報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図ります。 

④ その他事業を円滑にするために必要な諸業務を行う。子ども又はその保護者の居

住地など身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの情報提供

及び必要に応じ相談・助言などを行うとともに、関係機関との連絡調整を実施し

ます。 

 

【現状と問題点】 

本市には子育てや子どもの発達に関することなど様々な相談窓口や教室があり、アン

ケート調査においても、それらの事業の認知及び利用状況、今後の利用希望など多様な

結果となっています。相談内容によって様々な窓口に出向く必要があり、子育てに関す

る総合的な相談窓口の設置が必要です。 
 

【今後の方向性】 

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うため、相談業務などを実

施する関係部署の現状を把握し、連携を強化するとともに、総合相談窓口を設置し、相

談しやすい利用者支援を実施します。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

見 込 み 箇 所 数 ０か所 １か所 １か所 １か所 １か所

実 施 箇 所 数 ０か所 １か所 １か所 １か所 １か所
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（10）妊婦健康診査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１３条に基づき、健やかな子どもを産み

育てるため、妊娠期の異常の早期発見、早期治療を目的として健康診査を行う事業です。 

 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

健 診 受 診 者 

（ １ 回 目 ） 
１,２３４人 １,２４１人 １,２４２人 １,２４４人 １,２４２人

 

 

【現状と問題点】 

妊娠１１週までに妊娠届出を行う人が９５％で、大多数の人が妊娠初期から妊婦健診

を受けています。しかし、妊娠１２週以降の人が約５％おり、妊娠初期の健診受診や保

健指導の機会を逸している状況です。今後も早期の妊娠の届出を促す必要があります。 

 

【今後の方向性】 

核家族化や都市化の進展、女性の社会進出の増加に伴い子どもやその保護者を取り巻

く環境が急速に変化し、子育てに不安を感じる人も増えており、育児支援の要望も増加

しています。産科などの定期受診を行わず、産気づいたときに初めて医療機関を受診す

る飛び込み出産など母子ともに危険な出産もあります。今後もホームページなどで妊婦

健診についての情報を周知するとともに、早期の妊娠の届出を促し、適切な保健指導や

治療に努めます。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

推 計 値 １,２３４人 １,２３０人 １,２２６人 １,２２２人 １,２１８人

実 施 体 制 

・実施場所 県内及び県外医療機関 

・実施体制 妊婦健診受診票を母子健康手帳交付時に発行。県外医療機関受

診者には補助金を交付 

・検査項目 一般妊婦健診、子宮がん検診、Ｂ型肝炎抗原検査、梅毒検査な

ど 

・実施時期 妊娠期 
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（11）乳児家庭全戸訪問事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を、助産師・看護師・保健師が訪問する事

業です。 

 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

出 生 数 １,２０４人 １,２３８人 １,３１１人 １,３８８人 １,２３４人

訪 問 数 ７５６件 ９９８件 １,１１２件 １,１５７件 １,１２１件

訪 問 率 ６２.８％ ８０.６％ ８４.８％ ８３.４％ ９０.８％

 

 

【現状と問題点】 

出産直後の不安の強い時期に実施するのが望ましく、里帰り期間の長期化により、訪

問時期が生後４か月頃になる場合もあります。育児不安や養育困難などが継続しないよ

う、早期の訪問が必要です。 

 

 

【今後の方向性】 

里帰り出産などの何らかの事情を除き、必要な家庭に早期に訪問できるようにします。

特に、育児不安や養育困難などを把握し、継続した子育て支援につなげます。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

推 計 値 １,１６１人 １,１３４人 １,１１３人 １,０８１人 １,０５６人

実 施 体 制 

助産師・看護師・保健師が生後４か月までの乳児家庭に対して全戸訪問を実

施している。里帰り先の市町村や、医療機関などと連携をとり、全家庭の状

況の把握に努める。 
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（12）養育支援訪問事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

養育困難な家庭、配慮が必要な家庭などに対して、養育に関する専門的な相談指導・

助言を行う保育士・助産師・保健師、家事援助などを行なうヘルパー・育児経験者など

の派遣を行います。また、出産前で特に支援が必要と認められる妊婦に対しても同様の

支援を行います。 

 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

訪 問 件 数 ３６件 １４６件 １２０件 ２６３件 ３４４件

 

 

【現状と問題点】 

母子保健部門や教育部門、福祉部門などの関係機関との連携を強化し、早期に支援が

必要な家庭に継続的にスタッフが訪問導入できることが必要です。また、長期にわたっ

て支援が必要な場合が多く、訪問終了ができない状況です。 

 

 

【今後の方向性】 

今後も引き続き、保育士、ヘルパー、助産師、保健師又は育児経験者などの派遣を行

い、養育者の育児不安の軽減や定期的な支援により児童虐待の未然防止を図ります。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

推 計 値 ３１２件 ３１２件 ３１２件 ３１２件 ３１２件

実 施 体 制 

乳児家庭全戸訪問事業などにより、養育上、支援が必要な家庭には、保育士、

ヘルパー、助産師、保健師又は育児経験者などを派遣し、継続的な訪問を実

施している。 
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（13）実費徴収に係る補足給付を行う事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

教育・保育施設などの利用者負担額については、市の条例や規則により設定すること

とされていますが、施設によっては、上乗せ徴収を行う場合が想定されており、日用品・

文房具など必要な物品の購入に要する費用や行事への参加に要する費用などの実費負担

の部分について、低所得者の負担軽減を図るため、公費による補助を行う事業です。 

 

 

【今後の方向性】 

事業の導入については、国や愛知県の動向を踏まえるとともに、市民ニーズなどを把

握して、今後の事業実施について検討します。 

 

 

（14）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 ● ● ● ● 

待機児童解消加速化プランによる保育の受け皿拡大や子ども・子育て支援新制度の円

滑な施行のためには、多様な事業者の能力を生かしながら、保育園、地域型保育事業な

どの整備を促進していくこととされています。 

しかしながら、新たに整備・開設した施設や事業が安定的かつ継続的に運営し、利用

者の信頼関係を築いていくためには、一定の期間が必要であることから、新規事業者が

事業を円滑に運営していくことができるよう、支援、相談・助言のほかに、他の事業者

の連携施設のあっせんなどを行います。 

 

 

【今後の方向性】 

今後、新規事業者から参入の申し出があった場合には、事業の導入について検討しま

す。 

 


